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(57)【要約】
【課題】操作者にとっての作業負荷を軽減することがで
きる貨幣処理システムを提供する。
【解決手段】貨幣処理機２２は、貨幣を収納するための
収納部を各々が有する複数の貨幣処理装置１００Ａ、１
００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄと、外部から貨幣を入れる
とともに収納されている貨幣を外部に取り出すことが可
能であり、複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１
００Ｃ、１００Ｄで共用される共通収納部（例えば、紙
幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや硬貨収納部２
５０ａ～２５０ｆ）と、各貨幣処理装置１００Ａ、１０
０Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの収納部と、共通収納部との
間で貨幣を搬送する搬送部３００、４００と、補充処理
および回収処理のうち少なくとも一方の処理を実行可能
な制御部（例えば、制御装置４００、各制御部１０２Ａ
、１０２Ｂ、１０２Ｃ、１０２Ｄ、制御部２１２、２５
２）とを備えている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣を収納するための収納部を各々が有する複数の貨幣処理装置と、
　外部から貨幣を入れることが可能であり、複数の前記貨幣処理装置で共用される共通収
納部と、
　各前記貨幣処理装置の前記収納部と、前記共通収納部との間で貨幣を搬送する搬送部と
、
　前記共通収納部から前記搬送部により各前記貨幣処理装置の前記収納部に貨幣を送る補
充処理を実行可能な制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項２】
　貨幣を収納するための収納部を各々が有する複数の貨幣処理装置と、
　収納されている貨幣を外部に取り出すことが可能であり、複数の前記貨幣処理装置で共
用される共通収納部と、
　各前記貨幣処理装置の前記収納部と、前記共通収納部との間で貨幣を搬送する搬送部と
、
　各前記貨幣処理装置の前記収納部から前記搬送部により前記共通収納部に貨幣を送る回
収処理を実行可能な制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項３】
　貨幣を収納するための収納部を各々が有する複数の貨幣処理装置と、
　外部から貨幣を入れるとともに収納されている貨幣を外部に取り出すことが可能であり
、複数の前記貨幣処理装置で共用される共通収納部と、
　各前記貨幣処理装置の前記収納部と、前記共通収納部との間で貨幣を搬送する搬送部と
、
　前記共通収納部から前記搬送部により各前記貨幣処理装置の前記収納部に貨幣を送る補
充処理、および各前記貨幣処理装置の前記収納部から前記搬送部により前記共通収納部に
貨幣を送る回収処理をそれぞれ実行可能な制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項４】
　前記共通収納部が複数設けられており、前記制御部により前記回収処理が実行される際
に、各前記貨幣処理装置の前記収納部から前記搬送部により送られる貨幣は当該貨幣の種
類毎に複数の前記共通収納部に振り分けられる、請求項２または３記載の貨幣処理機。
【請求項５】
　各前記貨幣処理装置には操作部が設けられており、各前記貨幣処理装置の前記操作部を
操作することにより前記補充処理または前記回収処理を前記制御部に実行させることがで
きる、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項６】
　複数の前記貨幣処理装置のうちある１つまたは複数の前記貨幣処理装置において前記補
充処理または前記回収処理が行われるときに、前記制御部は別の前記貨幣処理装置におい
て貨幣の入金処理または出金処理を実行可能である、請求項１乃至５のいずれか一項に記
載の貨幣処理機。
【請求項７】
　前記制御部は、複数の前記貨幣処理装置のうちある１つまたは複数の前記貨幣処理装置
の前記収納部から前記搬送部により前記共通収納部に送られた貨幣を、前記搬送部により
別の前記貨幣処理装置の前記収納部に送る移し替え処理を実行可能である、請求項１乃至
６のいずれか一項に記載の貨幣処理機。
【請求項８】
　前記貨幣処理機は、前記共通収納部を収容する収容部を更に備え、前記共通収納部は前
記収容部から外部に取り出し可能となっている、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の
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貨幣処理機。
【請求項９】
　各前記収納部は各前記貨幣処理装置の筐体の内部に収容され、各前記収納部は当該筐体
から外部に取り出し不可となっている、請求項８記載の貨幣処理機。
【請求項１０】
　各前記収納部は各前記貨幣処理装置の筐体の内部に収容され、各前記収納部は当該筐体
の外部からアクセス不可となっている、請求項８または９記載の貨幣処理機。
【請求項１１】
　前記共通収納部は、貨幣収納カセットである、請求項１乃至１０のいずれか一項に記載
の貨幣処理機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、貨幣を収納するための収納部を各々が有する複数の貨幣処理装置を備えた貨
幣処理機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の商業施設の店舗において、商品棚が設
置されるフロント領域の精算所には貨幣釣銭機およびＰＯＳレジスタが設置されている。
精算所において商品の精算を行う際に、店舗の店員はＰＯＳレジスタにより顧客が購入し
ようとする商品の登録処理を行う。また、商品を購入しようとする顧客が商品の代金とし
ての貨幣を店員に手渡すと、店員は顧客から手渡された貨幣を貨幣釣銭機の入金口に投入
する。このことにより貨幣釣銭機において貨幣の入金処理が行われる。また、貨幣釣銭機
に入金された貨幣の金額が、ＰＯＳレジスタにおいて登録処理が行われた商品の合計金額
よりも多い場合には、貨幣釣銭機において釣銭としての貨幣の出金処理が行われる。貨幣
釣銭機から出金された貨幣は店員により顧客に手渡される。
【０００３】
　また、近年では、フロント領域の精算所に設置される貨幣処理システムとして、顧客が
購入しようとする商品の登録処理は店員がＰＯＳレジスタにより行い、登録済みの商品の
精算処理は顧客が貨幣釣銭機を用いて自分で行うようなセミセルフレジタイプのものが用
いられている。特許文献１には、複数の精算処理ユニットを備えた貨幣処理システムにお
いて、複数の精算処理ユニットを平面視において互いに重複するよう配置するとともに、
各々の精算処理ユニットの操作面が互いに異なる向きとなるようにすることによって、限
られた設置スペースでより多くの精算処理を並行して行うことを可能とする技術が開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５８１１２９５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１等に開示されるような複数の精算処理ユニットを備えた貨幣処理システムで
は、各々の精算処理ユニットに対して貨幣の補充処理や回収処理を警送会社の警備員や店
舗の店員等が行う際に、貨幣の補充処理や回収処理を精算処理ユニット毎に行う必要があ
り、警備員や店員にとって作業が面倒であるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、警送会社の警備員や店舗の店
員等の操作者にとっての作業負荷を軽減することができる貨幣処理機を提供することを目
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的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の貨幣処理機は、貨幣を収納するための収納部を各々が有する複数の貨幣処理装
置と、外部から貨幣を入れることが可能であり、複数の前記貨幣処理装置で共用される共
通収納部と、各前記貨幣処理装置の前記収納部と、前記共通収納部との間で貨幣を搬送す
る搬送部と、前記共通収納部から前記搬送部により各前記貨幣処理装置の前記収納部に貨
幣を送る補充処理を実行可能な制御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　このような貨幣処理機によれば、複数の貨幣処理装置で共用される共通収納部を用いる
ことにより、複数の貨幣処理装置に対する貨幣の補充処理を一度に行うことができるため
、警送会社の警備員や店舗の店員等の操作者にとっての作業負荷を軽減することができる
。
【０００９】
　本発明の貨幣処理機は、貨幣を収納するための収納部を各々が有する複数の貨幣処理装
置と、収納されている貨幣を外部に取り出すことが可能であり、複数の前記貨幣処理装置
で共用される共通収納部と、各前記貨幣処理装置の前記収納部と、前記共通収納部との間
で貨幣を搬送する搬送部と、各前記貨幣処理装置の前記収納部から前記搬送部により前記
共通収納部に貨幣を送る回収処理を実行可能な制御部と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　このような貨幣処理機によれば、複数の貨幣処理装置で共用される共通収納部を用いる
ことにより、複数の貨幣処理装置に対する貨幣の回収処理を一度に行うことができるため
、警送会社の警備員や店舗の店員等の操作者にとっての作業負荷を軽減することができる
。
【００１１】
　本発明の貨幣処理機は、貨幣を収納するための収納部を各々が有する複数の貨幣処理装
置と、外部から貨幣を入れるとともに収納されている貨幣を外部に取り出すことが可能で
あり、複数の前記貨幣処理装置で共用される共通収納部と、各前記貨幣処理装置の前記収
納部と、前記共通収納部との間で貨幣を搬送する搬送部と、前記共通収納部から前記搬送
部により各前記貨幣処理装置の前記収納部に貨幣を送る補充処理、および各前記貨幣処理
装置の前記収納部から前記搬送部により前記共通収納部に貨幣を送る回収処理をそれぞれ
実行可能な制御部と、を備えたことを特徴とする。
【００１２】
　このような貨幣処理機によれば、複数の貨幣処理装置で共用される共通収納部を用いる
ことにより、複数の貨幣処理装置に対する貨幣の補充処理および回収処理をそれぞれ一度
に行うことができるため、警送会社の警備員や店舗の店員等の操作者にとっての作業負荷
を軽減することができる。
【００１３】
　本発明の貨幣処理機においては、前記共通収納部が複数設けられており、前記制御部に
より前記回収処理が実行される際に、各前記貨幣処理装置の前記収納部から前記搬送部に
より送られる貨幣は当該貨幣の種類毎に複数の前記共通収納部に振り分けられてもよい。
【００１４】
　また、各前記貨幣処理装置には操作部が設けられており、各前記貨幣処理装置の前記操
作部を操作することにより前記補充処理または前記回収処理を前記制御部に実行させるこ
とができてもよい。
【００１５】
　また、複数の前記貨幣処理装置のうちある１つまたは複数の前記貨幣処理装置において
前記補充処理または前記回収処理が行われるときに、前記制御部は別の前記貨幣処理装置
において貨幣の入金処理または出金処理を実行可能であってもよい。
【００１６】
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　また、前記制御部は、複数の前記貨幣処理装置のうちある１つまたは複数の前記貨幣処
理装置の前記収納部から前記搬送部により前記共通収納部に送られた貨幣を、前記搬送部
により別の前記貨幣処理装置の前記収納部に送る移し替え処理を実行可能であってもよい
。
【００１７】
　また、前記貨幣処理機は、前記共通収納部を収容する収容部を更に備え、前記共通収納
部は前記収容部から外部に取り出し可能となっていてもよい。
【００１８】
　また、各前記収納部は各前記貨幣処理装置の筐体の内部に収容され、各前記収納部は当
該筐体から外部に取り出し不可となっていてもよい。
【００１９】
　また、各前記収納部は各前記貨幣処理装置の筐体の内部に収容され、各前記収納部は当
該筐体の外部からアクセス不可となっていてもよい。
【００２０】
　また、前記共通収納部は、貨幣収納カセットであってもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の貨幣処理機によれば、警送会社の警備員や店舗の店員等の操作者にとっての作
業負荷を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態による貨幣処理機を備えた貨幣処理システムの構成を概略的
に示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態による貨幣処理機の外観を概略的に示す斜視図である。
【図３】図２に示す貨幣処理機の上面図である。
【図４】図２に示す貨幣処理機における各紙幣処理ユニットおよび共通紙幣ユニットの構
成を概略的に示す構成図である。
【図５】図２に示す貨幣処理機における各紙幣処理ユニットの内部を側方から見たときの
構成を示す構成図である。
【図６】図２に示す貨幣処理機における各硬貨処理ユニットおよび共通硬貨ユニットの構
成を概略的に示す構成図である。
【図７】図２に示す貨幣処理機における各硬貨処理ユニットの内部を上方から見たときの
構成を示す構成図である。
【図８】図７に示す硬貨処理ユニットの内部を側方から見たときの構成を示す構成図であ
る。
【図９】図２に示す貨幣処理機における制御系の構成を示す機能ブロック図である。
【図１０】本発明の実施の形態による貨幣処理機の他の構成例を示す上面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図９は、本実施
の形態による貨幣処理機やこのような貨幣処理機を備えた貨幣処理システムを示す図であ
る。
【００２４】
　本実施の形態による貨幣処理機を備えた貨幣処理システムの概略について図１を用いて
説明する。図１に示す貨幣処理システムは、スーパーマーケットやコンビニエンスストア
等の商業施設の店舗に設置されるものである。ここで、店舗の内部における精算所には商
品登録エリア１０および精算エリア２０が設けられている。商品登録エリア１０には１ま
たは複数のＰＯＳレジスタ１２が設置されており、顧客が購入しようとする商品の登録処
理を店員がＰＯＳレジスタ１２により行うようになっている。また、精算エリア２０には
１または複数の貨幣処理機２２が設置されており、登録済みの商品の精算処理を顧客が貨



(6) JP 2020-35329 A 2020.3.5

10

20

30

40

50

幣処理機２２により自分で行うようになっている。このように、図１に示す貨幣処理シス
テムは、いわゆるセミセルフレジタイプのものとなっている。なお、本実施の形態はこの
ような態様に限定されることはない。本実施の形態による貨幣処理システムの他の例とし
て、顧客が自ら商品登録エリア１０のＰＯＳレジスタ１２により商品の登録処理を行い、
その後に顧客が貨幣処理機２２により登録済みの商品の精算処理を自分で行うようなセル
フレジタイプのものが用いられてもよい。
【００２５】
　また、図１に示すように、店舗の内部における顧客が立ち入ることができないバックオ
フィスエリア３０には貨幣処理機３２が設置されている。バックオフィスエリア３０に設
置される貨幣処理機３２は、精算エリア２０の各貨幣処理機２２から回収された売上金と
しての貨幣の入金処理を行うとともに、精算エリア２０の各貨幣処理機２２に補充される
べき釣銭準備金としての貨幣の出金処理を行うようになっている。また、図１に示すよう
に、商品登録エリア１０の各ＰＯＳレジスタ１２、精算エリア２０の各貨幣処理機２２お
よびバックオフィスエリア３０の貨幣処理機３２は有線ＬＡＮや無線ＬＡＮ等のＬＡＮ４
４により管理装置４０に通信可能に接続されている。また、管理装置４０は管理データベ
ース４２に通信可能に接続されており、管理データベース４２には各ＰＯＳレジスタ１２
、各貨幣処理機２２および貨幣処理機３２の管理情報が記憶されるようになっている。よ
り詳細には、管理データベース４２には、各ＰＯＳレジスタ１２、各貨幣処理機２２およ
び貨幣処理機３２に収納されている貨幣の金種毎の在高に係る情報が記憶されるようにな
っている。また、警送会社の警備員や店舗の店員等が携帯するタブレット端末５０やスマ
ートフォン５２等も無線ＬＡＮ等のＬＡＮ４４により管理装置４０に接続されている。ま
た、各ＰＯＳレジスタ１２、各貨幣処理機２２、貨幣処理機３２、タブレット端末５０お
よびスマートフォン５２はＬＡＮ４４を介して相互に通信可能となっていてもよい。
【００２６】
　次に、精算エリア２０に設置される各貨幣処理機２２の構成の詳細について図２乃至図
９を用いて説明する。図２に示すように、貨幣処理機２２は、４つの貨幣処理装置１００
Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄおよび共通ユニット２００を備えている。より詳細に
は、略同一の構成の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄが略同一の高
さレベルとなるよう互いに連結されるとともに、これらの各貨幣処理装置１００Ａ、１０
０Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの下方に共通ユニット２００が設置されている。また、図３に
示すように、貨幣処理機２２を上方から下向きに見たときに、各貨幣処理装置１００Ａ、
１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄと共通ユニット２００とが重複するようになっている。こ
のことにより、貨幣処理機２２全体の設置スペースを小さくすることができる。また、本
実施の形態の貨幣処理機２２では、複数（具体的には、４人）の顧客が各貨幣処理装置１
００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄを互いに異なる方向から（より詳細には、４方向
から）貨幣処理機２２の中心に向かって操作することができるようになっている。より詳
細には、図３に示すように、第１の顧客Ｍ１は貨幣処理装置１００Ａを図３における下側
から上側に向かって操作し、第２の顧客Ｍ２は貨幣処理装置１００Ｂを図３における右側
から左側に向かって操作し、第３の顧客Ｍ３は貨幣処理装置１００Ｃを図３における上側
から下側に向かって操作し、第４の顧客Ｍ４は貨幣処理装置１００Ｄを図３における左側
から右側に向かって操作することにより、４人の顧客Ｍ１～Ｍ４が各貨幣処理装置１００
Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄを同時に操作することができるようになる。
【００２７】
　図２に示すように、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄは、紙幣
処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄと、硬貨処理ユニット１５０Ａ、
１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄとを備えている。また、各貨幣処理装置１００Ａ、１００
Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄは、例えばタッチパネル等から構成される操作表示部１０４Ａ、
１０４Ｂ、１０４Ｃ、１０４Ｄを備えている。各操作表示部１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４
Ｃ、１０４Ｄは、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおける貨幣
の処理状況に係る情報や各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに収納
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されている貨幣の在高に関する情報を表示するようになっている。また、各操作表示部１
０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ、１０４Ｄを操作することにより貨幣処理機２２の制御装置
５００（後述）に様々な指令を入力することができるようになっている。また、これらの
操作表示部１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ、１０４Ｄは、それぞれ、各硬貨処理ユニット
１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄの上面に配置されるとともに互いに異なる方向
を向くようになっている。具体的に説明すると、操作表示部１０４Ａは顧客が図２におけ
る手前側から奥側に向かって操作することができるようになっており、操作表示部１０４
Ｂは顧客が図２における右側から左側に向かって操作することができるようになっており
、操作表示部１０４Ｃは顧客が図２における奥側から手前側に向かって操作することがで
きるようになっており、操作表示部１０４Ｄは顧客が図２における左側から右側に向かっ
て操作することができるようになっている。
【００２８】
　また、図２では図示していないが、図９に示すように、各貨幣処理装置１００Ａ、１０
０Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄは、カードリーダ１０５Ａ、１０５Ｂ、１０５Ｃ、１０５Ｄ、
印字部１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃ、１０６Ｄ、記憶部１０８Ａ、１０８Ｂ、１０８Ｃ
、１０８Ｄ等を備えている。カードリーダ１０５Ａ、１０５Ｂ、１０５Ｃ、１０５Ｄは、
店員が携帯するＩＤカードの読み取りを行うようになっている。また、印字部１０６Ａ、
１０６Ｂ、１０６Ｃ、１０６Ｄは、顧客が精算処理を行う際にレシートの印字を行ったり
、店員等が回収処理を行なった際に明細書の印字を行ったりするようになっている。また
、記憶部１０８Ａ、１０８Ｂ、１０８Ｃ、１０８Ｄは、各貨幣処理装置１００Ａ、１００
Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおける貨幣の処理履歴や、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ
、１００Ｃ、１００Ｄに収納されている貨幣の在高等の情報を記憶するようになっている
。また、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄには制御部１０２Ａ、
１０２Ｂ、１０２Ｃ、１０２Ｄがそれぞれ設けられている。各制御部１０２Ａ、１０２Ｂ
、１０２Ｃ、１０２Ｄは、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの様
々な構成要素に接続されており、これらの構成要素に指令信号を送ることにより各構成要
素を制御するようになっている。
【００２９】
　また、図２に示すように、共通ユニット２００は、共通紙幣ユニット２１０および共通
硬貨ユニット２５０から構成されている。図４に示すように、共通紙幣ユニット２１０は
、略直方体形状の収容部２１１と、収容部２１１の内部に収容された複数の紙幣収納部２
１０ａ～２１０ｃとを有している。また、図６に示すように、共通硬貨ユニット２５０は
、略直方体形状の収容部２５１と、収容部２５１の内部に収容された複数の硬貨収納部２
５０ａ～２５０ｆが収容されている。ここで、各紙幣収納部２１０ａ～２１０ｃは例えば
紙幣収納カセットから構成されており、当該紙幣収納カセットを収容部２１１の外部に取
り出し可能となっている。また、各紙幣収納部２１０ａ～２１０ｃには紙幣が金種毎に収
納されるようになっている。また、各紙幣収納部２１０ａ～２１０ｃには、これらの紙幣
収納部２１０ａ～２１０ｃに収納されている紙幣を後述する紙幣搬送部３００に繰り出す
紙幣繰出機構（図示せず）が設けられている。また、各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆは
例えば硬貨収納カセットから構成されており、当該硬貨収納カセットを収容部２５１の外
部に取り出し可能となっている。また、各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆには硬貨が金種
毎に収納されるようになっている。また、各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆには、これら
の硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆに収納されている硬貨を後述する硬貨搬送部４００に繰
り出す硬貨繰出機構（図示せず）が設けられている。
【００３０】
　また、図４に示すように、共通紙幣ユニット２１０の各紙幣収納部２１０ａ～２１０ｃ
と、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄとの間には紙幣搬送部
３００が設けられている。紙幣搬送部３００は、各紙幣収納部２１０ａ～２１０ｃと、各
紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄとの間で紙幣を搬送するよう
になっている。また、紙幣搬送部３００には紙幣識別部３１０が設けられており、紙幣搬
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送部３００により搬送される紙幣の金種、真偽、正損、搬送状態等が紙幣識別部３１０に
より識別されるようになっている。また、紙幣搬送部３００における紙幣搬送路の分岐箇
所には分岐部３２０が設けられている。
【００３１】
　また、図６に示すように、共通硬貨ユニット２５０の各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆ
と、各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄとの間には硬貨搬送部
４００が設けられている。硬貨搬送部４００は、各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆと、各
硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄとの間で紙幣を搬送するよう
になっている。また、硬貨搬送部４００には硬貨識別部４１０が設けられており、硬貨搬
送部４００により搬送される硬貨の金種、真偽、正損、搬送状態等が硬貨識別部４１０に
より識別されるようになっている。また、硬貨搬送部４００における硬貨搬送路の分岐箇
所には分岐部４２０が設けられている。
【００３２】
　次に、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄの構成の詳細につ
いて図５を用いて説明する。図５は、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ
、１１０Ｄの内部を側方から見たときの構成を示す構成図である。
【００３３】
　図５に示すように、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄは、
略直方体形状の筐体１１２と、筐体１１２の前面側に設けられた紙幣受入部１２０と、筐
体１１２の前面側において紙幣受入部１２０の下方に設けられた紙幣払出部１２２と、筐
体１１２の内部で紙幣を１枚ずつ搬送する搬送部１３０と、筐体１１２の内部で紙幣を収
納するとともに収納されている紙幣を繰出可能な複数の紙幣収納部１３４、１３６、１３
８とを備えている。なお、図５において、筐体１１２の右側の側面が各紙幣処理ユニット
１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄの手前側の面となっており、図５における左向
きの方向が各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄの奥行き方向と
なっている。図５に示すように、搬送部１３０は、筐体１１２の中央位置に配置された周
回搬送部１３０ａおよび複数の接続搬送部１３０ｂから構成されている。また、紙幣受入
部１２０、紙幣払出部１２２、出金リジェクト部１２４および３つの紙幣収納部１３４、
１３６、１３８が、それぞれ、周回搬送部１３０ａを取り囲むよう配置されている。また
、図５に示すように、複数の接続搬送部１３０ｂの各々により、紙幣受入部１２０、紙幣
払出部１２２、出金リジェクト部１２４および３つの紙幣収納部１３４、１３６、１３８
の各々と、周回搬送部１３０ａとの間がそれぞれ接続されるようになっている。また、周
回搬送部１３０ａには識別部１３２が設けられており、この識別部１３２は、周回搬送部
１３０ａにより搬送される紙幣の金種、真偽、正損、搬送状態等の識別を行うようになっ
ている。
【００３４】
　周回搬送部１３０ａは、図５における時計回りの方向および反時計回りの方向の両方向
に紙幣を１枚ずつ搬送することができるようになっている。また、搬送部１３０において
、周回搬送部１３０ａと各接続搬送部１３０ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換える経路
切換部（図示せず）が、周回搬送部１３０ａに沿って配置されている。
【００３５】
　図５に示すように、筐体１１２の前面には、紙幣受入部１２０の紙幣受入口１２０ａと
、紙幣払出部１２２の紙幣取出口１２２ａとがそれぞれ設けられている。また、紙幣受入
部１２０には紙幣繰出機構１２１が設けられており、紙幣受入口１２０ａに１枚あるいは
複数枚の紙幣が投入されたことが検知されると紙幣繰出機構１２１が駆動されることによ
り紙幣が接続搬送部１３０ｂを介して周回搬送部１３０ａ側へ１枚ずつ繰り出されるよう
になっている。紙幣払出部１２２は、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８から周回搬送
部１３０ａに繰り出された紙幣を紙幣取出口１２２ａにより筐体１１２の外部へ放出する
ようになっている。
【００３６】
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　出金リジェクト部１２４は、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１
０Ｄにおいて紙幣の出金処理が行われる際に、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８から
繰り出された紙幣のうち、重送や斜行等の搬送異常によって識別部１３２により正常な紙
幣ではないと識別された紙幣を出金リジェクト紙幣として収納するようになっている。ま
た、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄにおいて紙幣の入金処
理が行われる際に、紙幣受入部１２０から筐体１１２の内部に取り込まれた紙幣のうち汚
損等によって識別部１３２により正常な紙幣ではないと識別された紙幣は入金リジェクト
紙幣として紙幣払出部１２２に返却されるようになっている。
【００３７】
　各紙幣収納部１３４、１３６、１３８は、識別部１３２の識別結果に基づいて紙幣を金
種別に収納するようになっている。これらの紙幣収納部１３４、１３６、１３８には、顧
客により各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄに入金された紙幣
が収納されるようになっている。また、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８にはそれぞ
れ紙幣繰出機構１３５、１３７、１３９が設けられており、これらの紙幣収納部１３４、
１３６、１３８に収納されている紙幣は各紙幣繰出機構１３５、１３７、１３９により接
続搬送部１３０ｂを介して周回搬送部１３０ａ側へ１枚ずつ繰り出されるようになってい
る。
【００３８】
　また、図５に示すように、搬送部１３０の周回搬送部１３０ａには紙幣搬送部３００が
接続されている。そして、搬送部１３０の周回搬送部１３０ａから紙幣搬送部３００に分
岐させられた紙幣は、共通紙幣ユニット２１０の各紙幣収納部２１０ａ～２１０ｃに送ら
れるようになっている。また、共通紙幣ユニット２１０の各紙幣収納部２１０ａ～２１０
ｃから繰り出された紙幣を紙幣搬送部３００により搬送部１３０の周回搬送部１３０ａに
送ることができるようになっている。
【００３９】
　次に、各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄの構成の詳細につ
いて図７および図８を用いて説明する。図７は、各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ
、１５０Ｃ、１５０Ｄの内部を上方から見たときの構成を示す構成図であり、図８は、図
７に示す各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄの内部を側方から
見たときの構成を示す構成図である。
【００４０】
　図７に示すように、各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄは、
略直方体形状の筐体１５５と、硬貨を筐体１５５の外部から内部に投入するための硬貨投
入部１５１と、筐体１５５の内部に設けられ、硬貨を金種毎に収納する複数の硬貨収納部
１６１ａ～１６１ｆと、筐体１５５の内部に設けられ、硬貨投入部１５１により筐体１５
５の内部に投入された硬貨を１枚ずつ各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆまで入金経路に沿
って搬送する入金硬貨搬送部１５２と、入金経路に沿って設けられ、入金硬貨搬送部１５
２により搬送される硬貨を識別する硬貨識別部１５４とを備えている。
【００４１】
　図７に示すように、硬貨投入部１５１は、顧客が硬貨を投入するための硬貨投入口１５
１ａと、硬貨投入口１５１ａに投入された硬貨および後述する繰出搬送部１７１によって
繰り出された硬貨を入金経路に繰り出す繰出ベルト１５１ｂと、硬貨投入口１５１ａを開
閉するためのシャッター１５１ｃとを有している。なお、図７において、繰出ベルト１５
１ｂは硬貨を左方向に向かって繰り出すようになっている。
【００４２】
　入金硬貨搬送部１５２は、硬貨をピンで支持し、図７において反時計回りに硬貨を搬送
する無端状のピン付きベルト１５２ａと、当該ピン付きベルト１５２ａが掛け渡される複
数のプーリ１５２ｂとを有している。これらの複数のプーリ１５２ｂの少なくとも一つに
は駆動モータ（図示せず）が連結されている。また、入金硬貨搬送部１５２には硬貨識別
部１５４が設けられている。硬貨識別部１５４は、ピン付きベルト１５２ａにより搬送さ
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れる硬貨の金種、真偽、正損、搬送状態等の識別を行うようになっている。
【００４３】
　複数の硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆは水平方向に沿って並列に並ぶよう配置されてい
る。具体的には、各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆは、図７の下から順番に、５００円硬
貨、１００円硬貨、５０円硬貨、１０円硬貨、５円硬貨及び１円硬貨を収納するようにな
っている。また、各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆは、対応する金種の硬貨を例えば１５
０枚～２００枚程度収納することができる。
【００４４】
　図７に示すように、入金硬貨搬送部１５２における硬貨識別部１５４の下流側には、硬
貨識別部１５４により識別された硬貨の金種に基づいて、入金硬貨搬送部１５２から各硬
貨収納部１６１ａ～１６１ｆに硬貨を振り分ける複数の振分部１５８ａ～１５８ｆが設け
られている。
【００４５】
　図７および図８に示すように、各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆは、硬貨を収納する金
種別収納庫１６２ａ～１６２ｆと、金種別収納庫１６２ａ～１６２ｆ内に収納された硬貨
を出金経路に繰り出すための繰出部１６３（図８参照）と、繰出部１６３により繰り出さ
れる硬貨の枚数を検知する検知センサ（図示せず）と、所定枚数の硬貨が繰出部１６３に
より繰り出されたときにそれ以上の硬貨が繰り出されないように硬貨の繰り出しをストッ
プさせるためのストッパ（図示せず）とを有している。繰出部１６３は、硬貨を搬送する
無端状の駆動ベルト１６４（図８参照）と、当該駆動ベルト１６４が掛け渡される複数の
プーリとを有しており、複数のプーリの少なくとも一つには駆動モータ（図示せず）が連
結されている。
【００４６】
　図８に示すように、各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄは、
各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆから繰り出された硬貨を出金経路に沿って搬送する出金
硬貨搬送部１８０と、出金経路に繰り出されて出金硬貨搬送部１８０により搬送された硬
貨を筐体１５５の外部に払い出す硬貨払出部１９０とを備えている。出金硬貨搬送部１８
０は、硬貨を図８の右側から左側へと搬送する無端状の出金搬送ベルト１８１と、この出
金搬送ベルト１８１が掛け渡される複数のプーリ１８２とを有しており、複数のプーリ１
８２の少なくとも一つには駆動モータ（図示せず）が連結されている。また、出金硬貨搬
送部１８０は、出金搬送ベルト１８１の下流側端部の上方に設けられた逆転ローラ１８７
と、出金搬送ベルト１８１の下流側に設けられ、略水平方向（図８の左右方向）で延在す
るガイド板１８８ａと、ガイド板１８８ａの上方に設けられ、ガイド板１８８ａとの間で
硬貨を挟持して搬送する出金搬送ベルト１８８ｂとを有している。なお、出金搬送ベルト
１８８ｂは横断面が円形状からなる丸ベルトとなっており、通路幅の中央で略水平方向（
図８の左右方向）に延在している。
【００４７】
　硬貨払出部１９０は、出金硬貨搬送部１８０の下流側端部に設けられており、出金硬貨
搬送部１８０の出金搬送ベルト１８１により搬送された硬貨を筐体１５５の外部に払い出
す硬貨払出口１９１と、硬貨払出口１９１から払い出された硬貨を受ける出金受け部１９
２とを有している。
【００４８】
　また、図８に示すように、各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０
Ｄは、出金経路に繰り出された硬貨のうち硬貨払出部１９０から筐体１５５の外部に払い
出されない硬貨を収納する補助収納部１７０と、補助収納部１７０内に収納された硬貨を
入金経路の上流位置に繰り出す繰出搬送部１７１とを備えている。より具体的には、本実
施の形態では、補助収納部１７０内に収納された硬貨が、繰出搬送部１７１によって入金
経路の上流位置にある硬貨投入部１５１に繰り出されるようになっている。
【００４９】
　図８に示すように、各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆよりも硬貨払出部１９０側の位置
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（本実施の形態では硬貨収納部１６１ａよりも左側の位置）には出金振分部１８６が設け
られており、当該出金振分部１８６が開状態となって硬貨が出金振分部１８６に取り込ま
れることで出金経路から外れ、当該硬貨が補助収納部１７０に収納されることとなる。な
お、出金振分部１８６に取り込まれない硬貨は、出金経路をそのまま搬送されて、最終的
には硬貨払出部１９０に送られることとなる。また、図８に示すように、補助収納部１７
０は、硬貨を収納するための補助収納庫１７７を有しており、この補助収納庫１７７には
、例えば５００円硬貨であれば２００枚～３００枚程度を収納することができるようにな
っている。また、上述した繰出搬送部１７１は、その一部が補助収納庫１７７の内部に設
けられている。この繰出搬送部１７１は、硬貨を繰り出すための突起を有し、図８におい
て反時計回りに回転する無端状の突起付きベルト１７２と、突起付きベルト１７２が掛け
渡された複数のプーリ１７３とを有しており、複数のプーリ１７３の少なくとも一つには
手回しハンドル（図示せず）が取り付けられている。そして、硬貨が詰まってしまった場
合等には、この手回しハンドルを操作者が回すことで突起付きベルト１７２を強制的に移
動させることができる。また、複数のプーリ１７３の少なくとも一つには駆動モータ（図
示せず）が連結されている。
【００５０】
　また、図７に示すように、入金硬貨搬送部１５２において硬貨識別部１５４の下流位置
であって各振分部１５８ａ～１５８ｆの上流位置には、入金経路に沿って搬送される硬貨
を補助収納部１７０へ振り分けるための振分部１５６が設けられている。また、振分部１
５６の下方には、振分部１５６により入金硬貨搬送部１５２から振り分けられた硬貨を補
助収納部１７０の補助収納庫１７７へ導くための入金振分搬送経路（図示せず）が設けら
れている。そして、振分部１５６が開状態となって入金硬貨搬送部１５２により搬送され
る硬貨が当該振分部１５６に取り込まれることで、硬貨は入金経路から外れて入金振分搬
送経路を落下し、そのまま補助収納庫１７７に収納されることとなる。
【００５１】
　また、図７に示すように、入金硬貨搬送部１５２において硬貨識別部１５０の下流位置
であって振分部１５６の上流位置には、硬貨識別部１５０で金種等を識別することができ
なかった硬貨をリジェクト硬貨として振り分けるためのリジェクト振分部１５９が設けら
れている。また、リジェクト振分部１５９の下方には、リジェクト振分部１５９により入
金硬貨搬送部１５２から振り分けられた硬貨を硬貨払出部１９０へ導くためのリジェクト
搬送経路（図示せず）が設けられている。そして、リジェクト振分部１５９が開状態とな
って入金硬貨搬送部１５２により搬送される硬貨が当該リジェクト振分部１５９に取り込
まれることで、硬貨は入金経路から外れてリジェクト搬送経路を落下し、出金搬送ベルト
１８１および出金搬送ベルト１８８ｂによって硬貨払出部１９０まで送られることとなる
。
【００５２】
　また、図８に示すように、補助収納庫１７７には硬貨搬送部４００が接続されている。
そして、図８において突起付きベルト１７２が時計回りの方向に循環移動することによっ
て補助収納庫１７７から硬貨搬送部４００に送られた硬貨は、当該硬貨搬送部４００によ
り共通硬貨ユニット２５０の各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆに送られるようになってい
る。また、共通硬貨ユニット２５０の各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆから繰り出された
硬貨を硬貨搬送部４００により補助収納庫１７７に送ることができるようになっている。
【００５３】
　次に、貨幣処理機２２の制御系の構成について図９に示す機能ブロック図を用いて説明
する。図９に示すように、貨幣処理機２２には、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１
００Ｃ、１００Ｄ、ならびに共通ユニット２００の共通紙幣ユニット２１０および共通硬
貨ユニット２５０の制御を行う制御装置５００が設けられている。また、上述したように
、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄには、これらの貨幣処理装置
１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの各構成要素を制御する制御部１０２Ａ、１０
２Ｂ、１０２Ｃ、１０２Ｄがそれぞれ設けられている。また、共通ユニット２００の共通
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紙幣ユニット２１０および共通硬貨ユニット２５０には、これらの共通紙幣ユニット２１
０および共通硬貨ユニット２５０の各構成要素を制御する制御部２１２、２５２と、各紙
幣収納部２１０ａ～２１０ｃや各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆに収納されている紙幣や
硬貨の情報を記憶する記憶部２１４、２５４とがそれぞれ設けられている。
【００５４】
　また、図９に示すように、制御装置５００には記憶部５１０および通信部５２０がそれ
ぞれ接続されている。記憶部５１０は、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、
１００Ｄにおける貨幣の処理履歴や、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１
００Ｄや共通ユニット２００の共通紙幣ユニット２１０および共通硬貨ユニット２５０に
収納されている貨幣の在高等の情報を記憶するようになっている。通信部５２０は、ＬＡ
Ｎ４４を介して管理データベース４２に対して信号の送受信を行うようになっている。
【００５５】
　次に、このような構成からなる貨幣処理機２２の動作について以下に説明する。なお、
以下に示す動作は、制御装置５００、制御部１０２Ａ、１０２Ｂ、１０２Ｃ、１０２Ｄ、
制御部２１２、２５２が、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄなら
びに共通ユニット２００の共通紙幣ユニット２１０および共通硬貨ユニット２５０の各構
成要素を制御することにより行われる。
【００５６】
　顧客が各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて精算処理を行
う場合は、図３に示すように、複数（最大で４人）の顧客Ｍ１～Ｍ４が同時に各貨幣処理
装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄを操作する。具体的には、顧客は商品の代
金としての貨幣を各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユ
ニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄの紙幣受入部１２０や硬貨処理ユニット
１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄの硬貨投入部１５１に投入する。また、顧客に
より各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに入金された貨幣の金額が
、ＰＯＳレジスタ１２において登録処理が行われた商品の合計金額よりも多い場合には、
各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて釣銭としての貨幣の出
金処理が行われる。具体的には、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１
１０Ｄの紙幣払出部１２２や各硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０
Ｄの硬貨払出部１９０に釣銭としての紙幣や硬貨が払い出される。
【００５７】
　なお、顧客が各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて精算処
理を行う前に、ＰＯＳレジスタ１２において登録処理が行われた商品の情報や商品の合計
金額の情報等が、ＰＯＳレジスタ１２からＬＡＮ４４を介して各貨幣処理装置１００Ａ、
１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに送信される。他の例として、ＰＯＳレジスタ１２におい
て商品の登録処理が行われると、登録処理が行われた商品の情報や商品の合計金額の情報
等が例えばバーコードとして印字されたレシートがＰＯＳレジスタ１２により発行され、
各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいてこのレシートに記載さ
れたバーコードを読み取ることにより登録処理が行われた商品の情報や商品の合計金額の
情報等が貨幣釣銭機２２の制御装置３００により管理されるようになっていてもよい。
【００５８】
　次に、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１
１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄにおける各紙幣収納部１３４、１３６、１３８に
紙幣を補充する補充処理について以下に説明する。まず、警送会社の警備員や店舗の店員
等は、携帯しているＩＤカードを、４つの貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、
１００Ｄのうちある一つの貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄのカー
ドリーダ１０５Ａ、１０５Ｂ、１０５Ｃ、１０５Ｄに読み取らせることによって権限の認
証を行う。そして、警送会社の警備員や店舗の店員等は、権限の認証が行われた貨幣処理
装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの操作表示部１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４
Ｃ、１０４Ｄにより補充処理開始の指令を制御装置５００に入力する。この際に、権限の
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認証が行われた貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニッ
ト１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄのみに紙幣を補充するか、あるいは全ての紙
幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄに紙幣を補充するかを選択する
ことができる。また、警送会社の警備員や店舗の店員等は、各紙幣処理ユニット１１０Ａ
、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄにおける各紙幣収納部１３４、１３６、１３８への紙幣
の補充量を操作表示部１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ、１０４Ｄにより制御装置５００に
入力する。あるいは、制御装置５００において、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ
、１１０Ｃ、１１０Ｄにおける各紙幣収納部１３４、１３６、１３８への紙幣の補充量が
予め設定されていてもよい。
【００５９】
　その後、警送会社の警備員や店舗の店員等は、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８に
補充されるべき紙幣が収納されている紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃを、共通
紙幣ユニット２１０の内部に収容する。すると、共通ユニット２００の共通紙幣ユニット
２１０においてこの収容された紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃから紙幣が紙幣
搬送部３００に繰り出され、この繰り出された紙幣は紙幣搬送部３００により貨幣処理装
置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１
１０Ｃ、１１０Ｄに送られる。このようにして、紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、
１１０Ｃ、１１０Ｄの各紙幣収納部１３４、１３６、１３８に紙幣が補充される。そして
、紙幣の補充処理が完了すると、権限の認証が行われた貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ
、１００Ｃ、１００Ｄの印字部１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃ、１０６Ｄにより補充内容
が印字されたレシートが発行される。
【００６０】
　なお、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの硬貨処理ユニット１
５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄにおける各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆに硬貨
を補充する場合も、上述した各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの
紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄにおける各紙幣収納部１３４
、１３６、１３８に紙幣を補充する動作と同様の動作が行われる。
【００６１】
　次に、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１
１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄから紙幣を回収する回収処理について以下に説明
する。まず、警送会社の警備員や店舗の店員等は、携帯しているＩＤカードを、４つの貨
幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄのうちある一つの貨幣処理装置１０
０Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄのカードリーダ１０５Ａ、１０５Ｂ、１０５Ｃ、１
０５Ｄに読み取らせることによって権限の認証を行う。その後、警送会社の警備員や店舗
の店員等は、権限の認証が行われた貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００
Ｄの操作表示部１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ、１０４Ｄにより回収処理開始の指令を制
御装置５００に入力する。この際に、権限の認証が行われた貨幣処理装置１００Ａ、１０
０Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄ
のみから紙幣を回収するか、あるいは全ての紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１
０Ｃ、１１０Ｄから紙幣を回収するかを選択することができる。また、貨幣処理装置１０
０Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ
、１１０Ｄにおいて、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８に収納されている紙幣を全て
回収するか、あるいは各紙幣収納部１３４、１３６、１３８に釣銭として所定の枚数の紙
幣を残し、残りの紙幣を回収するかを選択することができる。
【００６２】
　そして、回収処理開始の指令が制御装置５００に入力されると、紙幣処理ユニット１１
０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄの各紙幣収納部１３４、１３６、１３８から紙幣が
繰り出され、この繰り出された紙幣は紙幣搬送部３００により共通紙幣ユニット２１０の
各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃに金種毎に送られてこれらの紙幣収納部２１
０ａ、２１０ｂ、２１０ｃに収納される。この際に、紙幣搬送部３００により搬送される
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紙幣は当該紙幣の金種に基づいて各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃに振り分け
られる。その後、警送会社の警備員や店舗の店員等は、共通紙幣ユニット２１０から紙幣
収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃを取り出すことにより、各貨幣処理装置１００Ａ、
１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１
０Ｄから共通紙幣ユニット２１０に送られた紙幣を紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１
０ｃごと回収することができるようになる。そして、紙幣の回収処理が完了すると、権限
の認証が行われた貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの印字部１０６
Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃ、１０６Ｄにより回収内容が印字されたレシート（回収明細書）
が発行される。
【００６３】
　また、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１
１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄのうちある紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ
、１１０Ｃ、１１０Ｄの紙幣収納部１３４、１３６、１３８に収納されている紙幣の枚数
が所定量を超えた場合には、この紙幣収納部１３４、１３６、１３８から紙幣が繰り出さ
れ、繰り出された紙幣は紙幣搬送部３００により共通紙幣ユニット２１０の各紙幣収納部
２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃに金種毎に送られてこれらの紙幣収納部２１０ａ、２１０
ｂ、２１０ｃに収納される。
【００６４】
　また、紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃにおける紙幣の最大収容量が、４つの
紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄの紙幣収納部１３４、１３６
、１３８における紙幣の最大収容量の合計と同じかそれ以上である場合には、４つの紙幣
処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄの紙幣収納部１３４、１３６、１
３８がそれぞれフル状態またはニヤフル状態となっていても、複数の貨幣処理装置１００
Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに対する紙幣の回収処理を一度に行うことができる。
後述する硬貨の回収処理も同様である。
【００６５】
　なお、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの硬貨処理ユニット１
５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄにおける各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆから硬
貨を回収する場合も、上述した各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ
の紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄにおける各紙幣収納部１３
４、１３６、１３８から紙幣を回収する動作と同様の動作が行われる。
【００６６】
　このように、本実施の形態の貨幣処理機２２では、共通ユニット２００における共通紙
幣ユニット２１０の各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや共通硬貨ユニット２５
０の各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆを用いて紙幣や硬貨の補充処理や回収処理を行うこ
とにより、複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに対する紙幣や
硬貨の補充処理や回収処理を一度に行うことができ、よって警送会社の警備員や店舗の店
員等の操作者にとっての作業負荷を軽減することができる。
【００６７】
　より詳細に説明すると、従来技術では、複数の顧客がそれぞれ操作することができる複
数の貨幣処理装置を備えた貨幣処理機が用いられる場合でも、各々の貨幣処理装置に対し
て貨幣の補充処理や回収処理を警送会社の警備員や店舗の店員等が行う際に、貨幣の補充
処理や回収処理を貨幣処理装置毎に行う必要があり、警備員や店員にとって作業が面倒で
あるという問題があった。また、営業時間中に貨幣の補充処理や回収処理を行う場合、従
来技術では対象台数分（最大で４回）の収納庫の扉の開閉操作を行う必要があり、セキュ
リティ面で不安があるという問題もあった。これに対し、本実施の形態の貨幣処理機２２
では、複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに対する紙幣や硬貨
の補充処理や回収処理を一度に行うことができるため、このような従来技術の問題を解決
することができる。
【００６８】
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　なお、上記の説明では、貨幣処理機２２が貨幣の補充処理および回収処理の両方を行う
ことができるような態様について述べたが、本実施の形態はこのような態様に限定される
ことはない。本実施の形態による他の例として、貨幣処理機２２が上述した貨幣の補充処
理および回収処理のうち一方の処理のみを行うことができるような態様のものが用いられ
てもよい。
【００６９】
　また、本実施の形態の貨幣処理機２２では、複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、
１００Ｃ、１００Ｄのうちある１つまたは複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１０
０Ｃ、１００Ｄにおいて貨幣の補充処理または回収処理が行われているときに、それ以外
の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて貨幣の入金処理または
出金処理を行うことができるようになっている。例えば、貨幣処理装置１００Ａの紙幣処
理ユニット１１０Ａから共通ユニット２００の共通紙幣ユニット２１０に紙幣を送るよう
な紙幣の回収処理が行われている間でも、顧客はそれ以外の貨幣処理装置１００Ｂ、１０
０Ｃ、１００Ｄにおいて精算処理を行うことができる。このように、貨幣処理機２２にお
いて貨幣の補充処理や回収処理が行われている間にも、４つの貨幣処理装置１００Ｂ、１
００Ｃ、１００Ｄのうち一部の貨幣処理装置１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて顧客
は精算処理を行うことができるため、全ての貨幣処理装置１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ
が使用不可となることにより顧客を待たせてしまうことを防止することができる。また、
本実施の形態の貨幣処理機２２において貨幣の補充処理や回収処理が行われているときに
、ある貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて顧客が精算処理を
行っている場合には、この貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに対し
ては貨幣の補充処理や回収処理が行われず、精算処理が終了した後に貨幣の補充処理や回
収処理が行われるようになる。
【００７０】
　また、本実施の形態の貨幣処理機２２では、複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、
１００Ｃ、１００Ｄのうちある１つまたは複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１０
０Ｃ、１００Ｄから共通ユニット２００に紙幣や硬貨を送って共通紙幣ユニット２１０の
各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや共通硬貨ユニット２５０の各硬貨収納部２
５０ａ～２５０ｆに収納させた後、これらの各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃ
や各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆから紙幣や硬貨を別の貨幣処理装置１００Ａ、１００
Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに送るような移し替え処理を行うことができるようになっている
。例えば、貨幣処理装置１００Ａの紙幣処理ユニット１１０Ａや硬貨処理ユニット１５０
Ａから共通ユニット２００に紙幣や硬貨を送って共通紙幣ユニット２１０の各紙幣収納部
２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや共通硬貨ユニット２５０の各硬貨収納部２５０ａ～２５
０ｆに収納させた後、これらの各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや各硬貨収納
部２５０ａ～２５０ｆから紙幣や硬貨を貨幣処理装置１００Ｂの紙幣処理ユニット１１０
Ｂや硬貨処理ユニット１５０Ｂに送る。
【００７１】
　このように、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ間で紙幣や硬貨
の移し替えができる場合には、例えばある貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、
１００Ｄで釣銭としての紙幣や硬貨が不足したときに、共通紙幣ユニット２１０の各紙幣
収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや共通硬貨ユニット２５０の各硬貨収納部２５０ａ
～２５０ｆに紙幣や硬貨が収納されていなくても、紙幣や硬貨が不足した貨幣処理装置１
００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに他の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００
Ｃ、１００Ｄから紙幣や硬貨を送ることができるようになる。また、このような移し替え
処理を行うことにより、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおけ
る紙幣や硬貨の収納量の平準化を図ることができる。また、複数の貨幣処理装置１００Ａ
、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄのうちある貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ
、１００Ｄに収納されている紙幣や硬貨を回収して共通ユニット２００に送り、その後、
この回収された紙幣や硬貨を共通ユニット２００から他の貨幣処理装置１００Ａ、１００
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Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに送ることができるようになる。
【００７２】
　また、本実施の形態の貨幣処理機２２では、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１０
０Ｃ、１００Ｄの紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄから共通ユ
ニット２００における共通紙幣ユニット２１０の各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１
０ｃに紙幣を送るような紙幣の回収処理を行う間に、共通硬貨ユニット２５０の各硬貨収
納部２５０ａ～２５０ｆから各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの
硬貨処理ユニット１５０Ａ、１５０Ｂ、１５０Ｃ、１５０Ｄに硬貨を送るような硬貨の補
充処理を同時に行うことができるようになっていてもよい。同様に、紙幣の補充処理と硬
貨の回収処理を同時に行うことができるようになってもよい。図４および図６に示すよう
に、紙幣搬送部３００および硬貨搬送部４００は互いに独立して紙幣および硬貨の搬送を
行うことができるため、補充処理および回収処理のうち一方の処理を紙幣および硬貨のう
ち一方の種類の貨幣に対して行うとともに、補充処理および回収処理のうち他方の処理を
紙幣および硬貨のうち他方の種類の貨幣に対して同時に行うことができるようになる。
【００７３】
　また、本実施の形態の貨幣処理機２２では、共通ユニット２００の共通紙幣ユニット２
１０や共通硬貨ユニット２５０は、各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや各硬貨
収納部２５０ａ～２５０ｆを収納する収容部２１１、２５１を有しており、これらの各紙
幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆは収容部２１
１、２５１から外部に取り出し可能となっている。一方、各貨幣処理装置１００Ａ、１０
０Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８や各硬貨収納
部１６１ａ～１６１ｆは筐体１１２、１５５から外部に取り出し不可となっている。この
ことにより、悪意ある第三者によって、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、
１００Ｄから、紙幣が収納されている各紙幣収納部１３４、１３６、１３８や硬貨が収納
されている各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆが持ち去られてしまうことを防止することが
できる。
【００７４】
　また、本実施の形態では、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８や各硬貨収納部１６１
ａ～１６１ｆは筐体１１２、１５５の外部からアクセス不可となっていてもよい。この場
合には、悪意ある第三者によって、各紙幣収納部１３４、１３６、１３８や各硬貨収納部
１６１ａ～１６１ｆから紙幣や硬貨が取り出されて持ち去られてしまうことを防止するこ
とができるようになる。このように、本実施の形態の貨幣処理機２２では、各貨幣処理装
置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに対する紙幣の補充処理や回収処理を行う際
に、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄの各紙幣収納部１３４、１
３６、１３８や各硬貨収納部１６１ａ～１６１ｆに紙幣や硬貨を直接補充したり回収した
りするのではなく、共通ユニット２００の各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや
各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆを用いて間接的に紙幣や硬貨を補充したり回収したりす
ることにより、セキュリティ性を高めることができる。
【００７５】
　また、共通紙幣ユニット２１０の各紙幣収納部２１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや共通硬
貨ユニット２５０の各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆとして紙幣収納カセットや硬貨収納
カセットを用いた場合には、店舗の店員等は紙幣や硬貨に直接手を触れることなく補充処
理や回収処理を行うことができるようになる。このため、店舗の店員等にとっての負担を
軽減することができる。
【００７６】
　なお、本実施の形態による貨幣処理機２２や貨幣処理システムは、上述したような態様
に限定されることはなく、様々な変更を加えることができる。
【００７７】
　例えば、貨幣処理機２２において貨幣の補充処理や回収処理を行うにあたり、警送会社
の警備員や店舗の店員等は、いずれかの貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１
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００Ｄに設けられている操作表示部１０４Ａ、１０４Ｂ、１０４Ｃ、１０４Ｄにより貨幣
の補充処理開始や回収処理開始の指令を制御装置５００に入力する代わりに、携帯するタ
ブレット端末５０やスマートフォン５２等によって貨幣の補充処理開始や回収処理開始の
指令を貨幣処理機２２に送信することにより、貨幣の補充処理開始や回収処理開始の指令
が制御装置５００に入力されるようになっていてもよい。
【００７８】
　また、管理データベース４２には、貨幣処理機２２の各貨幣処理装置１００Ａ、１００
Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに収納されている貨幣の金種毎の在高に係る情報、および共通ユ
ニット２００の共通紙幣ユニット２１０や共通硬貨ユニット２５０に収納されている貨幣
の金種毎の在高に係る情報が記憶されるようになっていてもよい。そして、各貨幣処理装
置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおける少なくとも１つの収納部において、
収納されている貨幣がニヤフル状態またはニヤエンプティ状態になると、この収納部の詳
細情報が制御装置５００に通知され、この制御装置５００から店員のタブレット端末５０
やスマートフォン５２等に通知される。このことにより、店員は制御装置５００から通知
された情報に基づいて貨幣処理機２２において貨幣の補充処理や回収処理を行うことがで
きるようになる。
【００７９】
　また、貨幣処理機２２において、警送会社の警備員や店舗の店員等が貨幣の補充処理開
始や回収処理開始の指令を制御装置５００に入力しなくても、貨幣の補充処理や回収処理
が自動で行われるようになっていてもよい。具体的には、各貨幣処理装置１００Ａ、１０
０Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに収納されている貨幣の金種毎の在高に係る情報、および共通
ユニット２００の共通紙幣ユニット２１０や共通硬貨ユニット２５０に収納されている貨
幣の金種毎の在高に係る情報を制御装置５００が常に監視していてもよい。そして、各貨
幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおける少なくとも１つの収納部に
おいて、収納されている貨幣がニヤフル状態またはニヤエンプティ状態になると、各貨幣
処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて顧客が精算処理を行っていな
いタイミングで、補充処理や回収処理が自動で行われるようになっていてもよい。また、
このようにして貨幣の回収処理が行われる場合に、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、
１００Ｃ、１００Ｄに収納されている全ての貨幣を共通ユニット２００の共通紙幣ユニッ
ト２１０や共通硬貨ユニット２５０に移動させるのではなく、各貨幣処理装置１００Ａ、
１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに収納されている貨幣のうちニヤフル状態となった収納部
から所定量の貨幣のみを共通ユニット２００の共通紙幣ユニット２１０や共通硬貨ユニッ
ト２５０に移動させてもよい。
【００８０】
　また、貨幣の回収処理は、予め設定された時刻（例えば、店舗の閉店時刻よりも少し前
の時刻）に開始されてもよい。予め設定された時刻に貨幣の回収処理を自動で行うことに
よって各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄに収納されている貨幣の
量を所定量まで減らしておくことにより、警送会社の警備員や店舗の店員等が立ち会って
行う回収処理の時間を短縮することができる。ただし、店舗の営業時間内に貨幣の回収処
理が行われている最中に、貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおい
て顧客が精算処理を行った場合には、貨幣の回収処理が中断されて精算処理が行われるよ
うになる。
【００８１】
　また、本実施の形態の貨幣処理機２２において、各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、
１００Ｃ、１００Ｄの管理権限は店舗側にあるが、共通ユニット２００の管理権限は警送
会社側にあるようになっていてもよい。この場合には、警送会社の警備員のみが共通ユニ
ット２００の共通紙幣ユニット２１０や共通硬貨ユニット２５０に対して各紙幣収納部２
１０ａ、２１０ｂ、２１０ｃや各硬貨収納部２５０ａ～２５０ｆの出し入れを行うことが
できるようになり、セキュリティ性をより一層向上させることができる。
【００８２】
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　また、複数の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄのうちある貨幣処
理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄにおいて顧客が精算処理を行っている途
中でエラーが発生した場合に、他の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００
Ｄでこの精算処理を引き継ぎ、顧客は引き続き精算処理を行うことができるようになって
いてもよい。
【００８３】
　また、共通ユニット２００の共通紙幣ユニット２１０が複数の紙幣収納部２１０ａ、２
１０ｂ、２１０ｃを有する場合に、ある紙幣収納部（例えば、紙幣収納部２１０ａ、２１
０ｂ）には、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄから釣銭とし
て出金可能な金種の紙幣（具体的には、千円札および五千円札）が収納され、別の紙幣収
納部（例えば、紙幣収納部２１０ｃ）には、各紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ、１
１０Ｃ、１１０Ｄから釣銭として出金不可能な金種の紙幣（具体的には、一万円札および
損券）が収納されるようになっていてもよい。この場合には、複数の紙幣処理ユニット１
１０Ａ、１１０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄのうちある紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１０Ｂ
、１１０Ｃ、１１０Ｄの紙幣収納部１３４、１３６、１３８がニヤエンプティ状態になる
と、釣銭として出金可能な金種の紙幣が収納されている紙幣収納部（例えば、紙幣収納部
２１０ａ、２１０ｂ）のみから紙幣が繰り出されてこの紙幣処理ユニット１１０Ａ、１１
０Ｂ、１１０Ｃ、１１０Ｄに搬送されるようになる。
【００８４】
　また、本実施の形態による貨幣処理機は４つの貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、１０
０Ｃ、１００Ｄを備えたものに限定されることはない。本実施の形態による貨幣処理機と
して、２つまたは３つ、あるいは５つ以上の貨幣処理装置を備えたものが用いられてもよ
い。また、貨幣処理機が４つの貨幣処理装置を備える場合に、図１０に示すように、２つ
の貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂが横並びになるとともに残りの２つの貨幣処理装置１
００Ｃ、１００Ｄが横並びになるような貨幣処理機２２ａが用いられてもよい。このよう
な貨幣処理機２２ａでも、４人の顧客Ｍ１～Ｍ４が各貨幣処理装置１００Ａ、１００Ｂ、
１００Ｃ、１００Ｄを同時に操作することができるようになる。
【符号の説明】
【００８５】
１０　　　商品登録エリア
１２　　　ＰＯＳレジスタ
２０　　　精算エリア
２２、２２ａ　貨幣処理機
３０　　　バックオフィスエリア
３２　　　貨幣処理機
４０　　　管理装置
４２　　　管理データベース
５０　　　タブレット端末
５２　　　スマートフォン
１００Ａ～１００Ｄ　貨幣処理装置
１０２Ａ～１０２Ｄ　制御部
１０４Ａ～１０４Ｄ　操作表示部
１０５Ａ～１０５Ｄ　カードリーダ
１０６Ａ～１０６Ｄ　印字部
１０８Ａ～１０８Ｄ　記憶部
１１０Ａ～１１０Ｄ　紙幣処理ユニット
１１２　　筐体
１２０　　紙幣受入部
１２０ａ　紙幣受入口
１２１　　紙幣繰出機構
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１２２　　紙幣払出部
１２２ａ　紙幣取出口
１２４　　出金リジェクト部
１３０　　搬送部
１３０ａ　周回搬送部
１３０ｂ　接続搬送部
１３２　　識別部
１３４、１３６、１３８　　紙幣収納部
１３５、１３７、１３９　　紙幣繰出機構
１５０Ａ～１５０Ｄ　硬貨処理ユニット
１５１　　硬貨投入部
１５１ａ　硬貨投入口
１５１ｂ　繰出ベルト
１５１ｃ　シャッター
１５２　　入金硬貨搬送部
１５２ａ　ピン付きベルト
１５２ｂ　プーリ
１５４　　硬貨識別部
１５５　　筐体
１５６、１５８ａ～１５８ｆ　振分部
１５９　　リジェクト振分部
１６１ａ～１６１ｆ　硬貨収納部
１６２ａ～１６２ｆ　金種別収納庫
１６３　　繰出部
１６４　　駆動ベルト
１７０　　補助収納部
１７１　　繰出搬送部
１７２　　突起付きベルト
１７３　　プーリ
１７７　　補助収納庫
１８０　　出金硬貨搬送部
１８１　　出金搬送ベルト
１８２　　プーリ
１８６　　出金振分部
１８７　　逆転ローラ
１８８ａ　ガイド板
１８８ｂ　出金搬送ベルト
１９０　　硬貨払出部
１９１　　硬貨払出口
１９２　　出金受け部
２００　　共通ユニット
２１０　　共通紙幣ユニット
２１０ａ～２１０ｃ　紙幣収納部
２１１　　収容部
２１２　　制御部
２１４　　記憶部
２５０　　共通硬貨ユニット
２５０ａ～２５０ｆ　硬貨収納部
２５１　　収容部
２５２　　制御部
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２５４　　記憶部
３００　　紙幣搬送部
３１０　　紙幣識別部
３２０　　分岐部
４００　　硬貨搬送部
４１０　　硬貨識別部
４２０　　分岐部
５００　　制御装置
５１０　　記憶部
５２０　　通信部

【図１】 【図２】
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